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1.は じめ に

本稿は,裁判において判決理由の記載か求められる根拠と射程を明らかにする研究の--

環であり,そのための題材として欧州人権条約 (以下,単に ｢条約｣と略す場合もある)

における判決理由記載義務を検討するものであるQ本稿の目的をH月らかにするJ+=めに,以

下てまず,判決理Lbの意義と本稿の間借意識を明らかにLておこうO

一般に,裁判所が下す判決には,判断の結論である判決主文 (ledisposiLif)に加えて判

決理由 (lamotivatlOn)が付されるo恥 , 司法裁判の概念そのものの中に判決理由記載 /pIr

という行抱が深 く浸透 しており,裁判所にはlr-u決理由の記載が義務付けられるl)Oこのよう

1)FranklinKUTY,aT}oblJgationden10tivatIOndesdecisionsjudiciairesauregarddela

jurlSPrudencedelaCoureurop由nnedesdn)itsdel'homme》,Rt,2)uetr7mednellE,dedrniLs

dL,('h()mme,tome9(1998),p846
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に判決裡rllが求められる根拠については,次の 3つの.如 らゝ脱明される,,第 1に,訴訟±'1

事者にとって, rLiらの上張が十分に蕃月一さaLたことを碓認し,さらに,判決主文か恐意的

な判断ではなく.法に通弁Lた公正なものであることを確かめるために判決坪LHが不aJ欠

するための唯一の手段である｡節3に,_ll.級審裁判所に とって,下級審の判決理Hlを読解

することにi:ってのみ.婦訟行為の適法件を判断することがてきる3'｡これらの考慮要[対を給

付Lて,判決埋dlは ｢棚上的安定性｣(lapaixjudiciaire､･と｢健全な司法運営｣(lab｡nne

administratlUndeJustice)の観点から,｢完全であり,明瞭であL),詳細であり,適切Tj:

国家の抑勺裁判所の判決珊 I1は,｢'JLE全で仰畔で詳細で--｣というには程遠 く,実際には

梅めて簡潔な判決か 卜さ11ることか多いし､そこで,本桁で問題とするのは,第 1に Ljil際

法 l二,回内裁判所には何 らかの判決埋Lllri-J己載弟席が課されるのか否かとし､う点であり,節

2に,促に判決理Ll]記載義務の存在か認められる場合,その根拠 と具体的内容はどのよう

なものかという点であるO以上の関心に即Lて,本稿では欧州人権条約 卜の判決埋山記載

義務を腰材とする｡というのは.欧州人榔裁判所は判例において.｢公d.な裁判を受ける権

利｣を定める炊州人権粂約 6条 l項5'からJ判決坪Lfl記載義務｣を派生させてお り,実際に

締約国裁判所の判決埋山イこ備に際 Lてト｣条研違反を詔J/,ELているか;)である｡そこで本鵜

では,開通する欧州人搬裁判所判例を越村 とLつつ,次の3点につき明らかにすることを

試みる｡範1に,条約 6条 1項の ｢'JtLLな裁判を受ける権利｣の射椎 を明らかにL,J7A

唄から判決理由記載義務か派生している,[土工を判例に1って確認する∪第2に.欧州 人権裁

判所の判例を検討することにより,条約 6条1n:tから判決矧 tl記載義務か派JL-するメカニ

スムを明らかにする()最後に,判例上確立LfL:判決埋Lh記載義務の射程を検討することに

より,締約匝1裁判所にどこまでの兼務が課せられているのかを明 らかにする,,以上の検討

を経た上で,欧州人権集約にi;ける判決軌 山記載兼務が抱える問敵 中IJこついて指摘するこ

2)Jeall-1'ierreANCEL,i:Laredacti()rldpJadicISiolldELjusticeenFraIICe》.HL,I/.uL'i/ltLr-

ylat10nalededr<〕gtLtOmP〟rLi.nu3,ju川et-Septernbre1998,p.847,LoutsBORfI,質Lamr)tivation

desdきcisionsdejL1SticeetLaConvclltiolleurOpさennpdesdruitsdel'homme港,LasL,mllme

jurl-dtq〝t･,e'dltl'onge'ne'ralt,,(urisClasバfJur,16janvier20()2.1103,p122.

3)NatalieFRICERO.≪工)roitsetlibertesfondamelltauX》,ReruellDoll()JZjlm,y,1996,lln23du

13juln1996(Som【llaitescomnlenteS),P2り2;FraTlkllnKUTY.JuPm n‖te(1),p847

4)FrankHnKUTY.57LL･rlz】1()Le(1)Ip847

- ∴ -''∵ 十 ∴ ∴ .､ . ‥､. . I- ∴ -. 一一▲● .チ

な期間内に公LEな公開'#理を受ける権利を右するO判決は公開で言い渡されるO(以Tl,佃肯省略)｣o

≪Toutepersonneadroit畠ceClueSaCauseS｡itclltendueequl-tablement,publjquemenrer

dansundelaJraisomlable,paruntribunaHndependantetimpartlal,etabllPar】aloi,qui

dさcidera,soi一descontestationssursF･SdroitsetobHgLltionsdecaracLerecivil,SOILdu

b7en･f(Jrld巨detouteaccusationenlllatierepena】edirigさecontreelle[]》
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とにす る｡

2.欧州人権集約 6条 1項の射程

(1) 法の支配原則 との関係

｢公正 な裁判 を,受ける権利｣は人権概 念のrJTで Iu普遍件 を有す るもの であ T).国際 人権 文

書 で広 く認め られているO例 えばIu二界 入植宣了了10条では,｢すべての者は,その権利及び義

務 ならびに刑事上の罪の決定の ため,独 ､Lのかつ公平 な裁判所による公IIIな'公開審理 を完

全に平等に受け る権利 を有す る｣ と述べ られている｡ さらに,国際 自由権規約14条をは じ

め とLて,米州 人権 宣言18条.26条6)や 米州 人権条約 8条7),ア7 ))カ人権憲章 7条8)がいず

れ も ｢公止 な裁判 を受け る権利｣ を規に Lて1,川 , これ らの条文 と矧 比の規定か欧州 人権

条約 6条 1項に設け られている9)o このように ｢公正 な裁判を受け る権利｣が 屯要祝 され る

理由は,実体的 な人権規定 を手続的に保障す る瓜 こ見出され るOすなわち, 人権 をは じめ

とする諸権利は 手続的保障があっては じめて実現可能 な権利 としての内実 を備 えるため,

法的権利 は ｢独 ､t/A_した公正 な裁判｣ を通 じては じめて実現可能 となると考 え られ る｡そ礼

放,欧州 人権条約 6条 1項は,実体的権 利規定 とい うよr)ち,む しろ実体 的 人権保障 を碑

保す るためU)手続的権利 を定めているという,r!!..で重要視 されてお り10),欧州 人権条約の中で

6)米州人権貫言 (人の棉flj及tJ:義務の米州二IL :,-(]948iF一採択118条は次のように規定 している｡

｢すへての者は.法的権利の尊重を確保するために,裁判所-訴えることができるO同じくすべ

ての者は,いずれかの意法 Lの基本権 を｢1分にイこfUに侵実する当局の行鵜からの裁判所による保

護のための.簡鵜で速やかな手続を利川 nT能 ときれなければならない｣｡また.同26条は次のよ:)

に規定するo｢すべての訴追された薪は,有罪と庇明されるまでは,無罪と推定されるr,犯罪のた

めに訴追されたすべての者は.公平かつ公開の審査をせけ,現行法によって事前に.設立された裁

判f･rrによる放判を受け,及び残虐な,破廉恥な丈は異常な刑罰を受けることのない権利を有する｣｡

邦訳は,L朋的)父二郎他桐 『Exj際人権条約 ･'LL,_-告tiil[第 1坂]』(来信堂 1994年)395396如 二よる,

7)米州人権条約 (1969年採汎 1978年発効)8条1鎖は次のように規定 Lている｡｢すべて人は,

Rtlに対Lてなされた刑事的件質の告訴の ;I.3mてあ/､リ,または民事上,労働 卜,金銭 f二その他

の惟質の権利および義務の決定のために,】l:_当な保障の Fに,かつ,合理的な軌間内に,法律で

車軸 こ設置されTL:権限ある,独立かつ公平な裁 川所による帯坪 を受ける権利を有する｣r,

8)バンジュ-ル憲章 (1981年採択,1986年発効:I7条 1項は次のように規定Lているo｢すへて個

人は,L']己の主張について審理を受ける権利を有するL,この権利は,以下のものを含むL,(a)効ソ)

阻ある国家機関に訴える権利.(b)権限ある裁判JJ叫にi って有罪とされるまで無罪と推定される権

利,(C)防御の権利(自ら適任する弁護人に上ってlUj御される権利を含む),(d)公平fEl･裁判所によっ

て合甥的な期間内に裁判を受ける権利｣,J

9)欧州人権条約には世界人権宣言の実施 とい う側面かあ r).このノ1.㌧について欧州人権条約の前文

は次のように述へているu｢この条約の筆名何敢肘は,世界人権一i']吉を考慮し,[‥]世界人樵耳 .i

に掲げる特定の権利の集ほ的実施 (lagarantieeoHectlVe)を確保するための最初の帆 置をとる

ことを決意｣うる｡

10)初Jrr満 『国際人権法概論』日訓卜杜 1994年)150頁し.
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も最も重費7LL規定の一つ とみtJ.･される】l)o他ノjて,緊急事態に13ける適用除外を規定する欧

州 人権条約第15条において,逸脱 †こ可能な条~文規{ifの中に｢公LF_fJ:裁判を受ける権利｣(条

約 6条)が含まれていない という点を見逃すことはできないoこの点に関 Lて,従来の人

権iL一学説は,当該権利を逸脱不可能な人権諸規定と同列に扱 うために多くの労力を費や し

てきた12㌧その主たる主張内容は.条約15条に列挙された緊急事態においても逸脱不吋能な

人権の手続的保障のために ｢公正な裁判を受ける旅利｣の保障が要請されるという上張で

あり13),例えば次のように主般される｡｢人権イRJ埠は,それが侵 #̀された場合の効果的救済

制度が用意されていなければ実際には意味をなさないか,このことは緊急事･態における人

権保障にも妥当する｣ 14㌧

ては,以 Lのように重要件が.浩識さtLている ｢公IFな裁判を･受ける権利｣について,欧

州人権裁判所はこれを法的にとのように,il佃 Lているのであろうか｡この点について,ま

ず頂 1に Golder争件 (1975年 2j121LJ判決)を妃てみよう｡本作では被拘禁中のlTl_lL/二人

が弁諸 人との接 見交通を拒否されたことについて条約 6条 1項の違反が問題 となったが,

裁判所は条約 6条 1項に含 まJLる｢裁判所へのアクセス権｣(ledroitd'accE･S)に関連 して,

｢iJ､の支配という基本原則 (leprincipefundamentaldelapreeminencedudroLt)は裁

判所-のアクセスのnJ一能性かなければ考えられないJと述べている15)｡本件における裁判所

の言及は,条約 6条 1項の中でも ｢裁判所へのアクセス権｣に限定 されたもの と解し得る

が,その後の SundayTimes事件 (1979年 4月26TH判決)では,条約 6集そのものか ｢法

の立配｣原則 と政接的に関係することが述べられているO裁判所によれば,｢『iiJは権限の

権城と公17-惟』 という文ti了は 『欧州 人権条約における意味において』解 きTLなければなら

ないユニの瓜 二間Lて,条約 6条が占める中心的位置付けを考慮すべきであり,同条は法

の支配 という基本原HUHeprincipe fondamentaldelapreeminencedudr()it)を支える

ものである｣ 16)｡このように,｢公止な裁判を受ける椿利｣が石する手続的保障の側匝=よ,

｢法の支配｣原則の基盤として定式化されて1,Lr),この点を前提 として,欧州人権裁判所

ll)JG MERRILLSandA H.ROBERTSON,HILlnunR7ghtsi〃Euγof,i,.AStzLdJ･(Jf fJILI

EJLm♪i】〝nCowl-entinn'm Hum(1nRig/め.FourthedlLiull(JurisPublishing,Manchester
UnlVerS】tyPress,2日)1),ド.87

】2JFl-1H五郎 川公正な裁判をせける権利』条相の池川--『工 ンJ,/L/単作』をめぐる一.､Jt論 ｣帥
路法学2r,Jll(1989年)145-1661'tu

13)F･AllHIBli｢緊急事態と刑事fl純の公LL二｣席大法:一半35)巻こう･4号 (2()02年)1-27頁0

14)入谷丈紀1-｢緊急事態における人権化障 (実務日 国際人株14F,,i('20O3年)12頁｡な1,I,人/Sに

よれば,｢公LLな裁判をせける権利｣は逸脱不uj'能な人権のf統r]JJ保障という側血を越えて,当R女

もむしろ緊急状態に1'-いてこそ保障されるべきであると主張されている (13真)0

15)AffaireColder(,H().V〝ume-lJ7Zi(Requete∩4451/70),arretdu2日evrier1975,para34

16)AffaireS〟Ttda_～Ti〝l',(r 〃('y'/〟nlL,-UTZi(Requeteno6538/74),arretdu-26avlil1979,para.
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はさらに ｢公正な裁判を受ける権利｣が ｢民主社会において果たす重要な役割｣を判例に

おいて強調しているのである17)｡

このように,欧州人権裁判所は ｢公正な裁判を受ける権利｣を ｢法の支配｣原則や ｢民

主社会における役割｣に結びつけることにより,その重要性を強調してきたのであるが,

その実際上の効果として裁判所が目指 していたのは,条約 6条の制限的解釈を否定すると

いう点であ った｡この点について,欧州人権裁判所はMnreiradeAzevedo事件 (1990年

10月13日判決)において次のように明らかにしているD｢公正な裁判を受ける権利は民主社

会においてとr)わけ重要な地位を占めているたd).条約 6条 1項の制限的な解釈は認めら

れない｣18)｡実際に,欧州人権裁判所の判例は条約 6条に関する制限的解釈を否定するに止

まらず,一貫して同条項の射程を拡げるための拡大解釈を施す傾向を示 しており19),判決理

由記載義務もそうLた拡大解釈傾向の中で認められるに至ったものと言えよう20㌧

なお,このような拡大解釈を基礎付けるロジックは,条約前文に規定される｢法の支配｣

(lapreeminencedudroit)の概念につき,ウィ-ン条約法条約31条 2項を援用すること

によって,条約解釈における ｢文脈｣(lecontexte)に ｢前文｣(lepreambule)を含める

というものであるoそれ故,このような欧州人権裁判所の拡大解釈手法に対する厳 しい批

判が提起されてきたことも見逃すことはできないo例えば,｢法的安定性｣の観点から条約

6条にも ｢厳格解釈｣(uneinterpretatiDnStrjcte)が要求されるという主張21)や,文言上

で明示的に規定されてし､ない国家の義務を条約から導き出すことはできず22),｢法の支自己｣

や｢法の一般原則｣も条約 6条の解釈には全 く無関係であるという見解 も見られる23)｡そこ

で次に,欧州人権裁判所の判例 を検討することによって,条約 6条 1項の ｢拡大｣解釈を

通じて同条項から判決理由記載義務が派生する過程を明らかにしておこう｡

17)AffaireAire_vc.Irland(Requeteno6289/73).arrE･tdu9octobre1979,par°.24,Affajre

Articoc.Itall-e,arretdu13mat1980,para.33

18)Affal'reMorelradeAzeuedoc.PtJrtugul(22/1989/182/240),arretdu23octobre1990,para
66.

19)FrederlCSUDRE,LaConventioneurOP6ennedesdroitsdel'homme,(6eさd.,PUP,Que

sais-je?,2005),pp.96-97;RusenERGEC,Py(JtechoneuroPeJeナIneetinEemaE10naledesdroits

del'homme,(MysetBreesch,Gand,2000),pp136-137.OpiniondissidencedeM lejuge

Pettitldamsl'affaireHigglnSetautreSC.FrallCe(134/1996/753/952),arretdu19fevrier1998;

なお,1970年代以降の欧州人権裁判所による欧州人権条約の目的論的解釈および系統的解釈につ

号 (2000年)16-18頁を参照｡

20)NatalieFRICERO,Supranote(3),p.202.

21)OpinionsepareedeM.lejugeVerdrossdamslraffaireColderc･Royaume･U,zz'(Requeten
4451/70),arretdu'ZlfEvrier1975.

22)OpinionseparさedeSirGeraldFitzmauricedansl'affalreColderc･Royaume-Uni(Requete
nq4451/70),arretdu21fさvrier1975,paras.29-30et32.

23)7-bid"para35.
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(2) 判決理由肥載義務の派生

欧州人権条約 6条に関する判決は既に膨大な数に及んでいるが,条約 6条 1項に関する

判例,さらにその中ても判決理巾記載義務に関する判例は多いわけではないn そこで,以

下でまずそれらの判例において条約 6条 】項から判決理‖Ⅰ記載義務が導かれている点を確

認しておこう｡

第 1の判例は Hadjianastass)ou事件 (1992年11F123[=判決)である｡本作で問題 とな

ったのはギリシャ軍事控訴院 (lacourdlappelmilitaire)の判決 (1985年11月22H)であ

り,当判決において. 申立人は軍事槻培漏洩に基づ く執行猶予付き有罪判決を受けた｡ と

ころが,同年12月16rlに母け取った判決は杯めて簡略なものであり,理由かイ･Jされておら

ず,刑期 しか記載されていなかったため241,巾､lr.人はギリシャ破封院に控訴院判決の破望㌻上二

告を申し_､ンて たが, 破穀院判決 (1986年 61118日)においてtt]:tT.は受坪不能であると判断

された25)｡そこで巾_tLr.人は条約 6条1項と3項(b)26)の違反を申し二17_て,次のように主張Lたし

F]分は控訴院の法廷審矧 二LLJ.延 していたが,1986年 1月lOHになってようや く訴訟資料を

入手し,その時点で止確な判決稚山が判HJ]したため,その間に破掛 fl､7.期 Hを逸Lたので

あり,当該条項に違反Lている27)O申立人のこG7)主張に対 Lて,欧州人権裁判Fi)1･は結論とし

て本件における6条 (1瑚および3項(b)) の連枝を認定Lたが,その理由は次のように述

べられている｡第 1に,条約 6条1項は ｢公止な裁判を受ける権利｣を保計Lてムr), 3

項はこの権利の特定の側面を表すものであるとし.これら2つGr)条文を.Wh成 Lて (sous1

angledecesdeuxtextescombines)本件事案を検討する28)｡第 2に,裁判所は i山]条鞘か

ら締約国の国内裁判所における判決理し11記載義務を導き.'｣け r,｢[欧州人権条約の]締約同

は,自国の放判制度においてIul条約第6条に堪づ く要請を槻行するための手段を選択する

広範なL]由 (unegrande】iberL6)を有する,,とは言え.[回内裁､FrJ所の]判刊 i.Llらが

依拠する判断根拠 (lesmotifs)を十分にJJJ]確な形で (avecuneclartesuffllsante)提示

Lなければならない｡これにより,例えば被告人は1;服r71止手続に辰終的に訴えることが

吋能となるのである｣29)｡以 卜のように,欧州人権裁判所は条約 6条から判決理由記載義務

を導き出し.さらに判断の根拠は 卜十分に明確｣でなけれはならなし､と判示 している｡ と

は言え,本件判決で示された判断を一般化するには,な1,1結意か必要であるUというのは,

裁判所は条約 6条から判決理山吉己載義務を導き出Lてはいるか,その根拠条文とされたの

は,｢条約 6条 1項と組み合わされた31fl｣てある30㌧特に,本件では刑事被告人の破里川l

24)AffalreHadjuJnadniq701日.G7ねフ(69/1991/321/393),arTetdu23日Ovembre1992,par°s171H

L 25)lblrlJ･para･2°
九 126)剛 ､1人柾条約6粂3胤 b)は次のよ･,にIu･'JELているし｢刑事上の附二剛 〕れているすべての古は,

少なくとも以下の権利を有する,,(b)β1Ji卸の制裁のために十分な時間J,･J:び便益をIJJ-えられることIu

27)AffalreHadjk17泌kI.SSl('uC.G7leCe(69/1991/321/393),arretdu2:うn｡Vembre1992,parュs.29C･t36

28)ibid.,para.lil
2911btd.,pal･a33.

30)ibid.,para37.
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立権の保護が問題 となった事案であったことを考唐すれば,締約国裁判所に対 して課され

る判決理由記載義務は,被告人の防御権を規定 した条約 6条 3項の射程範囲に含まれると

ころが大きいように思われるO すなわち.本作では, 6条 1項単独で判決理由記載義務が

派生するのか1,<かは明らかにはされていないと評することかできる｡

そこで,第 2の判例であるVandeHurk事作 (1994年 4月19日判決)が リーデ ィング･

ケー スとして重要になる｡本件では,裁判所は条約 6条 1項か ら判決理由記載義務が派生

するという見解を明らかにしているからである｡本件はオランダの経済控訴委員会 (leConseil

d'appelenmatiereeconomique)の判決 (1989年 6月16日)の理由不備が問題 となった

ものであるが31),判決現由記載について欧州人権裁判所は次のように述べているo r条約 6

条 1項は,[締約国の]裁判所に対 してその判決に坪由を付すこと(motiverleursdさcjsions)

を義務付けている｡ただし,同条が各議論に対 して詳細な返答を要求 しているとまで解す

ることはできない｣32)｡裁判所G7)この定式化はその後,多くの判決で踏襲 されてお り33),こ

の点についての判例が確立していることは明らかである｡ ところが,上記の判例か らは十

分に明らかにされていない点が残っているO第 1に,なぜ条約 6条 1項か ら判決理ltl記載

義務が導かれるのかが明 らかではない 34㌧,第 2に,当該義務の内容,すなわちどのような対

象について, どの程度詳細な判決埋由を付 さなければならないのか, という点 も明らかで

はない｡そこで,以下でこの 2つの論点についてそれぞれ検討することに しよう｡

3.判決理由記載義務の根拠

欧州人権裁判所はその判例において,判決理由記載義務の根拠 を条約 6条 1項に求めて

いるか,根拠条文が明らかにされたとは言え,なぜ同条項か ら判決理由記載義務か派生す

るのかは依然 として明 らかではない｡特に,条約 6条 1項の文言上は判決理由記載につい

て何 ら言及されておらず35),当条文から判決理由記載義務 を導 くには何 らかの説明を要する｡

この点につ き,学説上では次の 2通 りの説明がなされる｡第 1に,条約 6条 1項か ら導か

31)AffaireVandeHurkc.PaysIBas(9/1993/4日4/482),arretdu19avril1994,para.2()

32)1bld,para61.

33)AffalreIIlrOBulanicEspagyL((46/1993/441/520).arretdu9d台cembre1994,para27,

AffalreRulZTLmjacEspagne(39/1993/434/513),arretdu9dさcembre1994,para29:Affaire

HtggLILSetautreSLF71anCe(134/1996/753/952),arreLdu19fevrler1998,par°.42,Affa]'rc

GarLlta177dZCEゆIle′L(,(Requeteno3()544/96).arretdu21janvLer1999.para26;Affairc

PerL'ZCFr"ncL,(Requeteno47287/99)Iarretdu12fevrier20()4,para81:AffalreRIZn､〟 五
Daslasc･Gretce(Requeten□65545/01),arretdu27ma主2004,para27,AffaireMenetc･Frlw LLd 八
(Requetend39553/02),arretdu14Juln2005.para.35;AffaireBachcFrayECC(Requiten

64460/01),arretdu28juin2005.parall,AffalreFoILrChnnc.France(Requetenつ60145/00),

arretdu28juin2005,para.22

34)LouisBOI鴫 sLLj'ranote(2),p122,

35)ibtpll,p.121
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れる権利義務 (見解提示権,被聴聞権,実効的審理義務)から判決裸出記載義務が派生す

るという見解であるO第2に.条約 6条にいう｢公平な裁判所｣概念から同義務が派生する

とみなす見解であるo他方で,最近の判例では,｢健全な司法運営｣概念が判決理由記載義

弓削こ関連していることが明らかにされているO以 卜,これらの瓜 二ついて検討しようo

(1) 見解糧示権,披聴聞権,実効的審理義務

締約国裁判所に対する判決理由記載義務を根拠付ける際に引用される第1の論拠は,莱

約 6粂1項で認められる ｢被聴聞権｣(ledroit畠etreentendu)と,その反射的義務 とし

ての国内裁判所の ｢実効的審理義務｣(l'obligationd'effectivitさdesdebatsjudiciaires)

である,これらの概念は次のような三段階の論理構成によって判決理由記載義務に結び付

けられるOまず第1に,訴訟当事者は,｢公正な裁判を受ける権利｣の一部として,裁判所

において自らの見解を提示する権利を有する(見解提示権)｡第2に,見解を提示しただけ

では ｢公正な裁判｣を実現する実効性に乏しいたれ 訴訟当事者はこの見解を裁判所によ

って適切に聴聞される権利を有する(被聴聞権)｡第3に,この被聴聞梅は,提示された見

解を裁判所が適切に審理して初めて実効的なものとなるたれ 裁判所に対して,訴訟当事

者の見解を実効的に審理する義務を課すことになる(実効的審理義務)｡以上のi:うに,条

約 6条 1項の ｢公止な裁判を受ける権利｣は,一万で ｢見解提示梅｣と ｢被聴聞権｣を個

人に認めつつ,他方で,これに対応する ｢実効的審理義務｣を締約国裁判所に課すと解さ

れており,さらに ｢失効的審秤義務｣から,裁判所はそのi:うな聴聞･審理の道筋を示し,

適切な判断を行ったことを示すために判決矧 i]を記載する義務を負うとされる｡では,こ

のような論理構成は裁判所の判例にiJ.いて認められているのであろうかoこの点を次に検

討しようO

まず第1に,条約 6条の ｢公正な裁判を受ける権利｣の中に ｢自らの見解を提示する権

利｣(1edroitdepresenterdesobservations)が包含されることが判例で認められているo

例えば Foucher事件 (1997年 3月18日判決)において,申立人はフランスの警察裁判所 (le

tribunaldepolice)において自己の見解を提示できなかった点につき条約 6条 (1項 と3

項)の違反を主張していたのであるが,この点について欧州人権裁判所は次のように述へ

ている｡第 1に,条約6条3項は,l司1項で認められる ｢公正な裁判を受ける権利｣の特

別な側面を表すものであるとしつつ,両条項を混合して本件事案を検討するという36)｡第2

に,｢公if.な裁判概念の諸要素の1つである武器対等の原則 (】eprincipedel'6galitE･des

- armes)により,各訴訟当事者は自らの主張根拠 (cause)を提示する合理的な可能性を与五七 えられなければならない｣37㌧ このように,欧州人権裁判所は｢武器対等原則｣を介するこ

とにより,｢公正な裁判を受ける権利｣の中に ｢円らの主張根拠を提示する権利｣が含まれ

36)AffaireFouchercFranrと(10/1996/629/812),arretdu18mars1997,para30

37)ibid.,para:!4.
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ることを認めている3R)oなお,この Foucher事件では見解提示権は6条 1項 と3項を組み

合わせた 卜で認められる権利とされていたが 9㌧条約 6条 1項に限定して見解提示権を導き

出した例 としてDulaurans事件 (2000年 3月21D)がある｡本件では,｢条約 6条 1項は,

自らの事案に関連すると考える見解を訴訟に1,･いて提示する権利を包含している｣と述べ

られている40)Q

第2に,条約 6条の ｢公正な裁判を受ける権利｣の中に ｢被聴聞権｣と ｢実効的審理義

務｣が包含されることも判例で認められているL,例えば Kraska事件 (1993年 4月19口判

汰)では,スイス連邦裁判所の公法不服申立手続において担当裁判官Yが申立人の申述書

を一部しか読了し得なかったことが問題 となり41).この点につき申立人は粂約 6条 1項の違

反を主張した42)D欧州人権裁判所は,最終的に6条 1項違反を認定しなかったが,同条項の

射程について次のように述べている｡｢条約 6条 1項は,[締約国の]『裁判所』に対して,

訴訟当事者の提示する主張根拠,議論および提出証拠 (desmoyens,argumentsetoffres

depreuve)を実効的な審理 (unexameneffectif)に付さなければならか ､義務を課 して

いる｣43)｡すなわち,公正な裁判を受ける権利を実現する過程で,締約国裁判所には｢実効

的審理義務｣が課されることになるO

第3に.条約 6条における ｢見解提示権｣,｢被聴聞権｣および ｢実効的審環義務｣の連

関について.裁判所は Dulaurans事JJH 2000年 3月21El判決)においてこれを明らかにし

ている｡本件で問題となったのは~フランス破穀院判決 (1996年 7月2日)であり,当判決

は控訴時点で提示されていなかった申立人の主張の新規性を理由として破穀申立を却下L

ILIが,これに対 して申立人は ｢明らかにイく明確な認定に基づいた判断である｣ として条約

6条 1項の違反を申し立てた44)Oこの点につき,欧州人権裁判所は次のように述べているo

｢条約 6条1項で保証される公正な裁判を受ける権利は,訴訟当事者が自らの事件に関連

すると思われる見解を提示する権利を包含するJ[...]この権利は,訴訟当事者の見解が実

際に 『聴聞され』(vrajmententendues),管轄裁判所によって適切に審理されて (dament

examinees)はじめて実効的なものとなr)得るのである｡すなわち,条約 6条 1項は.当事

者の提示する主張根拠,議論および提出証拠を実効的な審理に付さなければならない義務

を [締約国の]裁判所に課しているのである｣45'｡

38)Affairelt'ernerl.Autriche(13針1996/757/956),arretdu24novembre1997,para63

39)AffaireFouL･hercFrance(10/1996/629/812),arrきtdu18mars1997,paras,36et38,

40)AffaireDulauransc.France(Requetenロ34553/97),arretdu21mars2000,para.3:1

41)Affa]reKylaSkac.Suisse(no9O/1991/342/415).arretdu19avrH1993,para,13.

42)lbid.,para.21.

43)ibid.,para.30,AffaireVandeHuy.A(9/1993/404/482).arretdu19avril1994,para.59.

44)AffaireDulauransc.France,(Requeteno34553/97),arretduZlmars2000,paras.23-24.

45日 bid.,para.33,AffairePeyezc.France(Requelen'47287/99),arretdu12fevrier2004,para･

80,AffalreAlbinLIC.Roumanl-e(Requetenつ57808/OO),arretdu28avrl12005,para.30,

0plniondlSSidentecommurleaM.Ryssdal,MmePalmetM.Pekkanendamsl'affalreKraska

c.Suisse(nロ90/′1991/342/415),arre亡du19avrH1993,para1.
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以上のように,欧州人権裁判所は.条約 6条1項の ｢公1]:.な裁判を受ける権利｣から見

解提示権を認めつつ.さらにこの権利の失効性をイ米障するために,こtlLに加えて個人の｢~被

聴聞権J と裁判所の ｢実効的審埋義務｣を認めるに:ト'{=O条#J6条 1項に関する裁判所

の解釈は,権利実現の実効性を確保するための拡大解釈の傾向を明らかに示 しており,苧

成上も,判決理由記載義磨かなければ上記のi:うな被聴聞権は推論上の幻想に過ぎなくな

るとi･.張されている46)L,こうした主張の背景には,欧州人権条約は｢具体的で実効的な権利｣

(droitsconcretseteffecLifs)を保障しているのであって,仮に申T/i.人の主張根拠に対し

て裁判所が回答しなくてもよいとすると, L記のような ｢,Fコ.解提示権｣が単なる形だけの

保障にな-ノてしまうという考え方が見らtLる47)oLかしなから.厳新 二言えばほ 効的審理

義廟｣が ｢判決軌 tl記載哉頗｣をも包含する義務かわかという点は明らかではなく,そも

及されていないOまた,被聴聞権は ｢審理に付す義務｣を導 くだけであって,裁判所の判

決埠Ftl記載義務に煎結するかI書かは明らかてはないO欧州人権裁判所の判例によれば,披

聴聞権の尊重において虚要な点は,個人か実際に聴聞を,到ナ,臼らの主張が吟味されるこ

とであり,これらの権利が韓重されていTLば,最終的な判決において裁判所の審理過程か

明示的に示される必要はないと解釈することもできる｡それ故,学説によ-'では,実効的

審理義務は判決理lll記載義務そのものとはri別されなけtLはならないと主張するものも見

られる48)(,そこで次に,条約 6条に明文で規定されている｢公平な裁判所｣という概念から

判決現出記載義務を導 く説を検討 しようLl

(2) ｢公平な裁判所｣概念

条約 6条1項における判決理由記載義務の派勺･'.根拠を明らかにする上で次に問題 となる

のほ ｢公平な裁判所｣(untribunaHmpartia】)という概念である｡この点でまず第 1に,

｢公平な裁判所｣に含まれる ｢裁判所｣という概念を明J〕かにする必要があるが,当概念

について欧州人権裁判所は次のように定式化しているe｢裁判所｣は ｢実質的な意味におい

て,その訴訟機能 (r81ejuridictionnel)によっで性格付けられる｡その機能 とはすなわち,

nらの管轄に属するあらゆる問屋削二つき,法規範と組織された手続に基づいて解決す る

(trancher)機能である｣49)(さらに,VandeHurk事件 (1994年 4月19日判決)におい

て欧州人権裁判所は次のように述べている｡｢非司法機関によって修止さilLることのない拘

束力を有する判決を下す権限は,『裁判所』という概念そのものにLAJ托するものである｣5Lりo

五L 46)LouisBOR宜･LmP7T/rlOte(2)･pp･121-122
47)1-bid..p.122.

48)FranklinKUTY,ぶ〟jW note(1),p.847

49)AffaireSytLmekr.ArLltlLhe(5/】9日3/61/95),arretdu22octobre1984,para,36;AffairelI.

(｡Bt,lgT'lJLLe(1/19兆/9()/147),arretdu3OnoveInbre19即.

50)Affairel'a〃deHuyk(9/1993/4O4/482),arretdu19avri11994,para,45
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すなわち,条約 6条 1墳卜の ｢裁判所｣概念は,通常の司法制度に組み込まれた伝統的な

裁判所である必額はないが,拘束ノJを有する判決を下す権限を有 し,その判決がその他の

非司法機関によって修止 され得ないものであることが求められている51)o他方で,欧州人権

裁判所は Demic()li事件 (1991年 8月27日)において,｢裁判所｣概念について別様の'i式

化を行っている｡すなわち,｢裁判所はさらにその他の一連の条件 も満たさなければならな

いuすなわち.独立性,公平性 (impartialitき),構成員の任期,手続の保証であY),これ

らのうちの幾つかは 6条 1項C7)文岩自体に友ILている｣52㌧すなわち,条約 6条 1項にし､う

｢裁判所｣ という概念には,そもそも ｢公判咋｣ という要素か不DJ欠であると考えられて

いるのであるo

裁判｣(un proces equitable)を受ける権利の実現には ｢公平な裁判所｣(un tribunal

impartial)による審理がイく可欠なもの とされているJ二の/.ウニにつき,欧州 人権裁判所の判

例上 ｢公平性｣(1'impartialite)の概念は主観的要件 と客観的要件 という2つの要素 を総

合 して判断されている53)｡この 2要件については,Piersack事件 (1982年10月1H判決)

において次のように定式化されている｡すなわち,｢公判 隼(l'impartialite)は通常,偏見

や先入観がないことと定義されるものの,特に条約 6条 1項の視点か らは様々な形で判断

されるものであるGこの点に関 しては,裁判JtTが特,iEの状況において良心に従-)て (dans

sonforinterieur)判断を下したか否か という主観的方法 (unedernarchesubjective)と,

裁判官かこC7)点に関する妥当な疑いを全て排除するための十分な保障を提示 しているか~E,;

かを審査するという客観的方法(uned6marCheobjective)に分けることができる｣54)｡

では,実際にはこのような2つの濃準はどのように判断されるのであろうか｡前述の Piersack

事件では,まず第 1に,主観的要件に関して裁判'自■の個人的公平性(1'impartialit6person-

nel】e)が問題 とな-,たが,欧州人権裁判所は ｢不公平性が証明されない限 り,そのような

個人的公平性は推定される (seprさsumeJ｣と判断した55)oすなわち,主観的要件に関する

公平性は反証のない限 り推定されるため,主観的要件に関 して公平件の欠如が認出される

51)なおL,VandeHurk事什判決に付されたMartens判事の部分的l正対意見によれは,非司法機

関によって修正され得ないという要['r-は,従来3)判例ては定式化されていなかった新しい要件て

あると指摘されているo Opinil)npartie日emelltdissldentedeM lejugeMartens.para3
52)AffaireBelilosc,Sui5LW (20/1986/llH/167),arretdu29avri11988,para_64.Affalre

DemlCOlic.Mal/i,(33/1990/224/288),arretdu27a∂ut1991,para.39,AffaireLL,Co〃LPlL,,VaTI

Leu7,enetDeME,yCrt,C.Belgique,arretdu2.3]uiI11981,para.55

53)RusenERGEC,Supranote(19),p.141.

54)AffairePiersackcBe/glque(RequさtenrJ8692/79),arretdu1novembre1982,para∴j(I

AffaireClanettLt,.Italic(RequetenD55634/()り),arretdu22avri12004,para,36

55)AffairePiersackc.Be/gLLluC(RequetenJH692'79),arrさtdu1novembre1982,para30;

AffalreLeC｡7771)/(,,VanLL,ZLL,enelDeM(,_vL//H Belgique,arretdu23juin1981.para58;

AffaireH c.Be/glque(1/1986/99/147),arrさtdu二iOnovembre1987,para52.
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のはかなりの程度RJl白な場合に限定されることになる56)｡このよ:)に公平性の推定が働 く滞

,F･.には,裁判官の判断の心理的動機や論拠を明らかにすることが1く叶能である以上57),裁判

官の主観的 .心理的公平性を問う主観的要件に関しては法的農準を設定することかできな

いという件賀 Lの間過があるO第 2の客観的E:J･イ1に関しては,裁判官は裁判所の公ltl;･性に

ついての止当な如いを排除するための l･分な保障を提71,'する必要があるとみなされている()

例えば上記の Piersack事件において関越となったのは,ブリユ ､ノセルの検事であったVan

deWalle氏が後に重罪裁判所の判事 として申立人の裁判に関与Lたという事実であったO

この点に関して欧州人権裁判所は,｢裁判tl.'が以前に検事であったという事実だけては,当

人についての公平性の欠如lを疑わせ しめる根拠とはなJJない｣58)と述べつつ も,本作では,

訴訟資料を扱う権限を有していた検事がIu｣-事件について判事とな-'ているという点に鑑

みて.r訴訟当事者は,裁判官が十'/1な公平性の保障 (assezdegara11tiesd'ilnPartialitさ)

を提示していないことを当然に疑うことができる｣と判断し.さらに ｢裁判所の公平性が

疑わしいように思われた (Pouvaitparaitresujetteacaution)という点を確認すれば事

足りる｣と述べて条約 6条 1JLEI違反を認定している59)Oこのように,裁判所の ｢公平性｣に

関しては,実際上,主観的要件を外見 L保障するための有観的要件が審坪の中心となるた

め,その結果,公平件に関する疑惑を排除するために十分な措置を講 じているか否かが問

われることになる｡換言すれば,裁判所の ｢公平惟｣を外見上保障する義務 (公平性担保

義務)が国内裁判所に課されることになる｡そこからさらに,判決理由記載義務がこのよ

うな公平惟払保義務から派生すると考えることが可能 となる｡というのは,裁判官が個人

的な偏見で判決を下していないことを確かめるためには,一貫した法的推論を当事者に提

示する必要が生 じるのであり,訴訟当事者は裁判所の判決PF.山を検討することによって初

めて裁判官か公正な判断を下したか/uiかを'存観的に判断することができるからである｡す

なわち,裁判所の公平性は裁判所の判決の｢判決理由｣によって示されるのでありbO),裁判

所の公平性担保義務の中の最大の要素が判決理由記載 と考えられるのである｡

では,欧州人権裁判所は公平惟押イ呆義務 と判決理由記載義席の関係をどのように捉えて

いるのであろうか｡この瓜 二ついては Alija事件 (20O5年 4月7日判決)が参J5-になる｡

本件では,ギリシャ控訴院判決と破穀院検事の決定について,いずれもその理由が付され

ていないことが問題 とされたが,欧州人権裁判所は特に後者に関して,検事の決定にも理

由記載義務が及ぶことを確認した上で次のように述べているO｢申立人の請求を却下するに

あたって,検事が一切理由を付 していないことにより,その決定が悪意的であると思わせ

の判例を素材として-｣産人法学38巻 3･4号 (2005年)234頁｡

57)初川満 『国際人権法概論』(侶LLl朴 1994年)170穴.

58)AffairePlerSaCkc.BelgiqLLe(Requeteno8692/79),arretdulnovembre1982,para30.

59)ibid,,paras30-31.

6り)LOuisBORE,suj'ranote(2),p122▲
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るものとなっている｣ 6日.すなわち,ト分な判決軌t]を付すことが訴訟手続の公平件を保障

するための手段の一つであると判断されていると解することができる62)O従って,判例にお

いて明確に述べられているわけてはないものの,｢公平な裁判所｣の客観的保障に伴 う公平

性担保義務から判決理由記載義務か導かれると解することができるD換言すれば,裁判所

自身が不公平性に関する疑義を排除するために判決理由を付すことか求められると言うこ

とができようLl

(3)｢健全な司法運営｣概念

以上のように,刺例上,条約 6条 11fiにおける判決理由記載義務の根拠は,ru-]条項で認

められる ｢見解提ホ権｣,｢被聴聞権｣,｢実効的審理義務｣よりもむしろ,同条項で求めら

れる裁判所の ｢公il∠性｣による必然的な賓請であると考えることができるが,いずれにし

ても,判例上はこのような見解が明示されているわけではない｡裁判所 自身は.判決環Fll

記載義務の根拠につき,さらに別様の捉えノブをしているように思われるO 例えば裁判所は,

GarciaRujz事件 (1999年 1月21H判決)において次のように述べているo｢健全な司法運

管 (labonneadmjnistratjondelajustice)に開通する原則を反映する-一貫Lた判例によ

ると,司法判決はnらが依拠する根拠 (lesmotifs)を 1-分に提示しなければならないOこ

の義務の範囲は判決の性質によって変化するものてあり,各事案の状況に照らして判断し

なければならない｣63㌧ その後,裁判所は判決秤由記載義務に触れる際に度々この｢健全な

司法運営｣概念に言及し,さらにこのような関連性について ｢一貫した判例｣が存在する

ことを強調している64)｡従来の判例では判決坪山記載義務の根拠については明らかにされて

こなかったが,欧州人権裁判所はこの点を含めて,自らの ｢一貫 Lた判例｣において,刺

決理由記載義務が ｢健全な司法運営｣という煉 剛に開通することを明らかにしているので

ある｡なお,欧州人梅香月会は,このような裁判所の見解の以前から,条約 6条 1項が｢健

全な司法運営に対する権利｣を保障してお r),その中でも ｢正義が施されることに対する

権利 (】edroitacequelajusticesoltadministrさe)が内在的で本質的な要素である｣

とみなしていた65)o とは言え,ここで問題 となるのは｢健全な司法運営｣という概念であ

るか,その内答については明らかではないものの,欧州人権裁判所は Golder事件 (1975

年 2月21口判決)において次のように述べているO｢『健全な司法運営の権利』という表現

は条約 6条 1項の文言の中には現れないが,これは裁判の組織(organisati｡n)てはなく,

61)AffaireAlわac.GrtTLle(Requetenn73717/Ol).arretdu7avri12005,para23

62)OpinionsepareedeM )ejugedeMeyerdaロsl'affalreH cBelglque(1/1986/99/147)Iarret 五
du30novembre1987.para.Ⅰト4

63)AffaireGarcILlzRuizc,EspaBne(RequE,tenJ30544/96),arretdu21janvier1999,para.26.

64)CaseofHIYZ)isaarl'U.Finland(AppltcatlOnnO49684/99),Judgmentof27Septenlber2001,

para30;AffaireRizosetDaslasc.Gr♂ce(Requeten□65545/01),arretdu27mai2004.para.

27,AffaireAll'jac.Gretce(Requiteno73717/()I),arretdu7avri12005,para.21

65)AffaireColdercRoyazime-Uni(Requeteno4451/70),arretdu21fevrier1975,para.33.
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裁判所は判決理由記載為裾の根拠をl~健全なHl法迷常｣という抽象的な概念に結び付ける

にl上ま-,ており､その概念現先については朱だ1こLリ｣確な,･∴〔が残っていると,iわさるを得な

いQ他方で,耽に見たように条約 6条 1項の ｢裁判所｣概念にそもそも｢'公刊牲｣の要請

の概念が-這柁度の相似一小二と共通J'Iiを打 ㌻る概念とLて捉えられているl･T能性は/,;定でき

ない｡

4.判決理由記載義務の射程

以 Lで見たように,判決軌 tl喜己威兼務は条約 6条 1lj'iにおける ｢公平な裁判所｣概念や

｢健全なF,j法運骨｣概念,さL-〕には ｢裁判所｣概念そのものと関連 Lていることが分かっ

たが,他Jjで,当該義務の内容は判例上大きく緩和されており,実際に欧州人権裁判所か

当該義務の違反を認定する事例は多くない67㌧その理山とLては,主とLて判決埋山記載兼

席の適用某坤の不nJl碓性を指摘することかできるL,LEl祭に,匡=勺裁-11｣所がどこまで詳細な

判決理由を付さなければならないのかという点について一般に適川 L得る判断基準を妃出

すのは極めて的難である,,そこで以 TI,判決矧 上｣記載義務に関連する欧州人権裁判i;Jfの判

例を検討することによ-つて,当該義瀬の個別具体的な適用かどの.ように行われるのかを検

討しよう｡

(1) 国内法制の多様性の尊重

判汰理由記載義務の一般的な適Jli頻準をト.｣定するにあたって,実際上最も凶難な点は,

判決作胤 二関する回内法制や法慣習が締約匝=二よって栴めて多様な点であり,例えば称め

て簡潔な判決二哩lflか伝統的に才i認されている国もあるDこの点で頻繁に関越祝されてきた

のは7ランスの破穀院判子LLであリ,イ云紙的にごく簡潔な:軌 lけイ｣されるだけであるため,

判決理由の欠如または1こ卜分性が削二指摘され68),7ラン幻E=勺でも批判が多い6m｡この点

66)zbLd.

67)Jean-PierreM R̂GUfcNAUDetJacquesRAYNARD.《L'obligationden10tlVerlesdecト

sions]uridicti｡nneHesdarlSlajurlSPrudencedeLaC(】urelIrOPeennedesdroitsdel'hommeI.

五 伽 ノ〟elyEm''LJricTlcded'm't仰 ll-nn2avriトjuln1998･p517･
68)AdolpheTOUFFAITetAndreTUNC,《PourunenlOtivati｡nplusexpHCitedesdecislOnS

deJusticenotanlnlentdeceHesdelaCourdecassatioll>.RcITuLllrEme.drze//(,dLJdr()lici7m/,

tome72(1974),p5()7.

69)RogerPERROT,吃Cassation.MoyelldecassationIlan()uveautedunlOyenetlaCour

europeennedesdrl)l'tsdel'horrtme(C｡urEDII21mars20()(I,arretDu】aurans,JC1-20()0.ll

1O344.notePerdriau)港,Rl.l･Liet7,/n7e.driellEJdcd7,Int川,2'/,no3julllet-Septembre2(loo,p636
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か見られるという鳥 さらに,両法系における ｢公止｣概念 (leconceptd'巨quitさ)に相

違が見られるという点てあるo同時に,7ランスやベルギーにおける破穀手続の特殊性 を

いかに評価するか.という問題 も指摘 されている70㌧第 2に,大陸法体系に限らず問題 とな

るのが,国内訴訟制度で一般に採ljlされている多寄制であるC通常,上級審においては本

案の事実審は排除され.下級審裁判所の判断に対する上告理由の許芥性についての限定的

な判断が行われるため,一般に上級審判決 (柑 二嵩高審判決)は簡潔なものにならざるを

得ない｡従って, r-1級審の判決は常に判決理由記載義務 との関係で緊張関係 を生ぜLめる

危険かあると言えよ:)71)｡では,このよう引 qr勺法制上の多様性に対 して,欧州人権裁判所

は判決FP･_由記載義務をどのように通川し.その違反を認定するのであろうかoこの瓜につ

いて,次の 2点において欧州人権裁判所の一般的な二古二場を確認することができる,_.

第 1に,欧州人権裁判所は,判決坪山記載義務を髄行するための特定の裁判手続を採用
することを要求していない｡裁判所によれば,｢[欧州人権条約の]締約国は, 自l司の裁判

制度において同条約第6条に基づ く要請を履行するための手段を選択するJL'範7LJ:n由(une

grandelibertさ)を有する｣という72㌧ すなわナ,,欧州人権裁判所は国内訴訟制度の多様性

や特殊性を前提 としつつ,いわゆる ｢呆吉栄の義戯｣ としての判決現由記載義務の履行を締

約国に求めていると解することができるo

務の審杏に際 して個別事案の特殊性 を勘案する必要性を強調 している｡例えば,欧州人権

裁判所は HiroBalani事件 (1994年12月9日)において次のように述べている｡｢この兼

務 [判決理由記載義務]の範囲は判決の竹質によって異なr)得る｡ とりわけ,申;/-.人か裁

判所において提起 し得る主張根拠か多様であることを考慮 しなければならないし,さらに,

判決に関する法規定,慣習,学説上の捉え)3-,lHJ決の提ホや作成の仕方 という,卓二において,

締約凶間に相違があることを考慮しなければならない｡それ故,[締約国の]裁判所か条約

6条 1項から生 じる判決現由記載義務に違J史したかlfかという問題は,事案の諸事情(circon-

70)OpiniondissideIltedeM.lejugePettltidallSl'affaireIliggt'n.qetautresL..Frallu-(134/

1996/753/952),arretdu19fevrier1998

71)なお,本稿では特に取り上げないが.lEu決51P_F十1記載義務との関連では陪審(Jury)制度も問堪LL

なる｡陪審制度は通常.裁判所長から提小される特定の問題について,これを容認するか41'認す

るか.という二名択一の返答しか選択肢かないたれ 判断理由かホされないからであるDこの11I,

が問題となったのが Papon事件 (2OOllIこ11)｣15日判決)てあるが,本イ′トて欧州人権奴判所は次

のように述へている｡｢裁判所長が提示された関越のそれぞれに対して,佃に陪審員がイェ久かノ

ーかで答えるしかなかったとしても,所上ヾの馴 ]か 一つの道筋 (unetrame)とな-ノてI川 ,これ 五
に基づいて判決が形成されているのである｣-さらに,｢陪審の返答に理山が付されていない点に ○
ついては,所kの質問が詳細であることによって卜分に穴稚めされている｣oこのように,欧州人

判断に際して,陪据制度における凶有のT-潮 的制約を人帖に許脊する判例を形成LているoLt)t】is

BOR丘,Sゆ ･anote(2).p.124.

72)Affajrelladji〟nasfasT10uCGrL'ce(69′′1991/'321/393).arretdl】23novembre1992,para.33
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stzlnCeSdel'espece)を軌案 しなけれは検討し村ないのである｣ 73㌧ 裁判所のこの定式化は

その後の判決ても ･質して採用されており74),判例 とLて確 ＼7.Lていると言えよう〔〕従って,

欧州人権裁判所は締約国の国内法制 と実際の訴訟上の主張根拠の多様性を容認し,判決坪

r]l記載義務の履1JJ-審理に際Lては,事案砧の個別事情を勘案 した判断を行 うことになる75㌧,

(2) 個別事案の判断要素

では,上記のような個別判断を容認する場合,判決理由記載義務の具体的内容に関して

判例は個別事案の特殊性を強 く反映 した結果,一貫した判断基準を見川すには多様すぎる

嫌いがあるものの,判例においてある程度 ･般的な判断基準を導 くことはpT能であるし例

えば,この点でまず最初に注｢lすべきは 卜述のような判決fql.由記載義務の延式化である｡

欧州人権裁判所によれば,｢条約 6条 1項により,回内裁判所は∩らの判決に理由を付すこ

とを義務付けられるが,この義裾は [訴訟当事者の提起する]全ての主張に対する詳細な

回答 (uner軸onsedさtaillさe)を求めるものと解することはできない｣と泣式化されてい

る76)｡すなわち,国内裁判所は訴u=71t当事者の主張の全てに回答を与える義務を負うわけでは

なく.仮に13il内裁判所の判決が秘めて簡潔な判決坪山しか付していない場合や,一切判決

73)Affal'reJJITnBa/ant'L､EsplJgne(46/1993/441/520),arretdu9dさcembre1994,para 27;

AffaireYiarcnz()5C.Creb7(Requeteno64413/01),arretdu19fevrler2004,para.21

74)AffaJreRliizTort)(I(EsplJg17e(39/1993/434/513),arretdu9decernbre1994.para 29,

AffaireHL,//cL･.FinlaTZde(157/1996/776/977),arretdu19decernbre1997,para55;Affalre

HlggTJyl.",iautres(I.Flrance(134/1996/753/952),arrをtdu19fEvrier1998,para42,Affaire

Jnke/acFzll/ande(Requeteno28856/95),arrをtdu21mai2002,para.72,AffaireSakkopou/o∫

75)なお,以上のような多様性を芥認する欧州人権裁判所の態榎に対Lては,｢同家の伝統や実行(1es

traditionsetpratiquesnationales)は判決理山の不十J/7･性に対する1･分なTF_当化にはなJっ/,'･し､｣

という反論も見られるoOpJnlOnCOnCOrdantedeM 】eju岩eVanDijk,a】aquelleseralljent

Mm.lesJugeSFoigheletRepikdansl'affalreIIe//ec.FT'71ll1nde(157/1996/776/977),arretdu
19decembre1997.

76)AffaireVandeHurl,cPq･.3-B7S(9/1993/4()4/482),arTetdu19avnl1994.para.61,ALfaireH1710

血 kznlC物 e(46/1993/441/520),arretdu9d巨cembre1994,para27,AffairelhizTonj'ac

触 ne(39/1993/434/513),arTetdu9dbcembre1994,para,29;Affaire〟由 iltSelautresc.F711nE･C
(134/1996/753/952),aTTetdu19f如Tier1998,para42;Affaire(k7rわRuizc勾 留77L/(RequetenL

30544/96),aTTetdu21JanVier1999,para.126;CaseofHiT7･isEum Z-Finkznd(Applicationno49684/

盟 39u';2票 ≡?7200;4?7pSreapt訂,P7Arfi2aO.Or三･JPnakreatcOi-let;,flanl芸 (pRLlerZzuecteFnrDa2nBC;5'6R,C,q5;eieJe:d7u282言'n919a'i2.m.e2t
para72;AffaireRIZOSel払 k c.GrcTe(Requetend65545/01),an･etdu27mai2004,para,27;

AffaireAlbinoc.RouTnLm由(Requeteno57808/0(1】,arretdu28avrl12005,para.30,AffaireMenel

cFrance(Requeteno39553/02),arTetdu14juin2005,para.35:Affaire励L.hc.伽 nce(Rcquete

nq64460/01),arretdu28juin2005,parall･,Affairel･lourthonc,FraナTCe(Requetend60145/OO),an-et

du28juin2005,para22
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理由が付されていない場合であっても,条約 6条 1項に違反しない場合があり得る77㌔例え

ば Bach事件 (2005年 6月28日判決)では,フランス破穀院刑事部判決 (2000年 6月20日)

が警察裁判所の判決が形式において通常である点を指摘 して破穀申立を却下したが,欧州

人梅裁判所はこC')破穀院判決には ｢適切な判決理由が付されている｣と判断している78)o

そこで,次に問題 となるのは,具体的にどのような場合に詳細な判決理由記載が求めら

れるのかという点であるが,この点については次の2点を指摘することができる｡

第 1に,適用法規を指定するだけでは判決坪由記載義務を履行 したことにはならない場

合があるという点であるO例えば,Sakkopoulos事件 (2004年 1月15日判決)では.違法

な未決勾留に関する損害賠償を否認したアテネ控訴裁判所の判決が適用法規 (ギリシャ刑

事訴訟法533条 2項)を援用しただけでその他の判決理由を付さなかった点が問題となったu

欧州人権裁判所はこの点に関して,席めて簡潔に,控訴裁判所は ｢当該規定が本件に適用

されると述べるに止まり,その他の判決理由を付 していない｣と判断し,条約 6条 1項違

反を認定 した79)｡同様に Yiarenios事件 (2004年2月19日判決)でも,アテネ重罪院判決

(2000年 6月15日)が適用法規 (ギリシャ刑事訴訟法533条)に言及するだけで判決坪由を

付さなかった点について条約6条 1頃違反が認定されている80㌧さらに,同様の判断か下さ

れた事例 としてH事件 (1987年11月30日判決)かある｡本件では,ベルギー訴訟法471条に

規定された ｢例外状況｣の適用可能性に関するアントワープの弁護士協会委月会の2つの

判断が問題とな-,たが,欧州人権裁判所は次のように述べて条約 6条 1項違反を認定したO

当該条文における ｢例外状況という法概念が不明確であることから,2つの訴訟判決によ

る適切な判決理由 (unemotivationadさquate)が要求されたoであるにも関わらず, 2

つの判決では例外状況が存在 しないことが述べられたに過ぎず,申立人が援用した状況が

どのような意味で例外的性質を有するのかが説明されていない｣8J).以上の判例から明らか

になることは,締約国裁判所は,条約6条1項の判決理由記載義務を履行するにあたって,

国内法上の適用法親を指定するだけでは当該義務を履行することにはならず,特に,問題

となった適用法規の解釈に関して不明瞭性が残るような場合には,当該条項を列記しただ

けでは判決理由として十分ではないということである｡

第2に.判決理由記載義務 との関係で実際上最も困難な状況は,一見して判決理由を付

していないような場合であっても,黙ホ的に判決か特定の主張を却下しているように解釈

され得るような場合である(以下,政府側のこのiうな主張を｢黙示的却下論｣という)oこ

の点で問題となるのは.｢審理されない請求は却下されたものとみなす｣という法原則の位

77)OpiniondlSSidentedeM.leju岩epettltldansl'affa】reHlkginsetauiresc･FrllnCL,(134/ 八
1996/753//952).arretdu19fevrjer1998

78)AffaireBachc.FT.anCe(Requをteno64460//01),arretdu28Juin2UO5,parall,

79)AffaireSakkoi,oulosrGretce(Requeten□61828/00),arretdu15janvier2004,para.51.

80)AffaLreYiaremosc.GreLce(Requiten□6441:i/011,arretdu19fevrier2004,paras･22-23

81)AffaireH c,BcJgZque(1/1986/99//147),arrきtdu30novembre1987,para.53.
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置付けであり,この点が問題とな-)たのがQuadrelli事件 (2000年 1月11日判決)である｡

本l′トでは,申rt_人が1994年6月9日にイタリア破穀院に提出Lた破較申述書 (memoire)

につき,破㌍院命令 (1994年 6[]17口)では当該申述書提Lhについて言及されることなく,

破穀申立期限の超過を理山 とLて破掛 Tl_17.か却下されたため,この点につき申立人は破毀

院が申述書を考慮しなかったことを坪巾に条約 6条 1項で認められる手続の公正性の原則

か侵害されていると主張LIL:82)oこtLに対Lて欧州人権裁判所は,第 1に,可1立入か実際に

申述書を提出Lたと判断Lつつ83).第 2に,｢審理されなかった巾講は却下されたものとみ7LJ:

す｣という-般原則かイタリア法にもfT在する一糾こ触れ,この悦.Hは条約 6条 1項の要請を

満たさないと判断 L n),その稚由とLて,条約 6条1項から導かれる被聴聞権 と実効的審理

義務を提示Lた｡このよJ)に,黙示的却下論に関 Lては,判決群山記載兼務との関係以前に,

条約 6条 1項で要請される披聴聞権の保護 と実効的審裡兼務に反するとみなされている｡

(3)上級審間席

次に,判決理由記載義務 との関係で最も櫛繁に問題が二l▲じる多寄制,特に｣･.訴審問岸引二

ついて検討しようしこの点で特に判断の榊雄な事案は, L級審裁判pTTか下級審判決で,Tlさ

れた判決理由をそのまま採用Lて円らの判断とすることにより,確定判決において判決理

由が.3己載されないよ:)な場合てある｡そこで以下,このように L級番における下級審判決

の容認の際に判決坪山記載義務かどのように適用されるのかを検討することにしようo

まず第 1に指摘 L得るI瑞は,仮に上級審裁判所が11枚審裁判所の判断を祥認するような

場合であっても,｣二緋審FLl身の独Rの判断が求め;〕れるというtT･亡である｡この.r土を明i〕か

にLたのは Helle幸作 (19971日2月lgu判決)である,,本件において申立人は, 7 インラ

ンド行政黄高裁の判決が坪由を付Lておご)ず,教会参事公の影響を強く受けすぎてお り,

公正な裁判を受ける権利か位害されたとj:.搬した85)｡これに対Lで欧州人権裁判所は,｢教

会参事会と行政最高裁判所の理由 Llesmotifs)は簡潔なものであったか,耐機関は申立人

のj;.蝦が説イ即(Jであるとは請えないような議論に依拠Lていると判断Lたのであり, 卜分

な証拠が欠如 している以上.この主脂を却下せ ざるを得/Jいと判断したのである｣と述べ86),

条約 6条 1項違反を認'Jよしなかったのであるか,ここではその触拠か重要であるO肱川 人

権裁判所によれは.｢公止な裁判の概念から求められるのは.自らの判決に簡潔な判決理由

しか付していない国内裁判所が,それでもなお,什託された根本的問題を本当に検討した

(r6ellementcxam]'ne)とい う一!.(てあり,さらに,下級審の粁論を単に承認する(ent6riner)

に1上ま-'ていないという点である｣という87)〔)すなわち,Hellc事件では.フィンラン ト行

AffaireOEIlJdrtJlli(.ItLlltLJ(Requetello2816R/95),aTr創:du11janvier2000,paras15-18,25et32.
1bld,para34
ibzd

AffaireHe//H Flu/andL,(157/1996/776/977),arretdu19decembre1997,paras35et49
1bid,para5l

lbll1.,para.60
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政最高裁は下級審の判断を ｢単に承認するに止まっていか ､｣と判断され,それ故,判決

理由記載義務に違反しないと判断されているのである｡この判断基準はその後,Jokela事

件 (2002年 5月21口判決)や Albina事件 (2005年 4月28日判決)8日)でも踏襲されており,

上級審裁判所は下級審裁判所 とは独立Lた独lLlの審理が求められることが明らかにされて

いるbq'C特にAlbina事件において裁判所は.r上訴裁判所は下級審裁判所の採択 した判決

とその議論を繰 り返しているものの,そのことによって申立人が上訴請求で提起 した問題

を検討する義務から免れるわけではない｣と述べている90)D

第2に,1二級審裁判所の独自の審理が求められる帰結として,上級審裁判所の判決にお

いて下級審判決の法的帰結が明確にされることが求められることになる｡この点が問題と

なったのか Higgins事件 (1998年 2月19L｣)てあるO本件は,フランス控訴院判決に対す

る破穀請求を却下 したフランス破穀院判決の判決理由の欠如が問題となったものであった

が,欧州人権裁判所によれば,当該｢破穀院判決は,BBC(BrownBui】dingCorporation)

訴訟手続における異なる帰結が癒された点について破棄院の立場を明らかにするような指

標を何ら示していないっ控訴院判決 (1989年12F]7日)に対する実質的誤謬 (erreurmater-

ielle)の修正手続と破穀手続も,破投院判決 日990年 3月22Fl)から導かれる帰結について

の明確で特定的なLDl答 (ullerepOnSeeXpliclteetSpeCifique)を申立人に対 して提示する

ものではない.このような回答がなかったため,破穀院が第3の事件を単に無視したのか,

あるいは移送命令を望まなかったのか,後符の場合はいかなる理由でそのような判断をし

たのかは明らかではない｣ 91)o以上のように,本件では,問題となっていた 3つ口の控訴院

判決に対する破棄院の 立場が何 らホされていないという点を根拠として92),欧州人権裁判所

はフランス破穀院判決における判決理由の欠如が条約 6条 1項に違反すると判断している

のである93)｡すなわち,下級審判決に対して L級番かどのように判断したのかという,中二がf'JJ

決から読み取れない場合には,判決現由記載義務の違反が認定されると言えようD

第3に,他方で,欧州人権裁判所は近年の判例において,上級審裁判所が下級審裁判所

の判決を直接的に承認する方法を容認する傾向を示Lている｡例えば Hirvisaari事件(2001

年9月27ロ判決)において裁判所は次のように述べている｡｢上訴を棄却することにより,

原則として,上訴審裁判所は既に下された 下級審裁判所の判決理由を自らの判決理由とす

ることができる｣94㌧従って,上級審裁判所が l二訴請求を棄却する場合,一切の判決理由を

88)AffaireAlbiPlaC.RoumanlC(RequetenL57808/()0),arretdu28avri12005,para.34

89)Lou】sBOR丘,szLPranote(2),p125.

90)AffaireAlblnaC.Roumanie(Requete∩ 57808/00).arrさtdu28avrHZOO5,para34

91)AffaireHiggけ75etautrehLCFraJtCe(134/1996/753/952),arretdu19fevrier1998,para43

92)OpiniondissldentedeM.lejugePettitidamsl'affalreHigglnSefalLtYeSCFTlanCe(134/

1996/753/952),arr仝tdu19fevrier1998

93)LouisBOR丘,Supranote(2),p122

94)CaseofHin isLm 77'Z).Finklnd(Applicationno.49684/99),Jud即11ent()I27Septemtxlr20()1.para

30,Affaire(ふL/T滋 RliizI,Egr智17e(Requeten'3()544/96),arretdLL21janvier1999,para26
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記載することなく,下級番判決の判決理臼は 自らの判決理由として採絹することが可能 と

なるO実際に GarciaRuiz事件 (1999年 1月21日判決)では.スペ インにおいて上訴番に

該当するマ ドリッド地裁 (Aud相ncl'aProJ･incialdeMadrid)の判決 (1995年 3月17円)

について判決理由欠如が問題 とされたが,欧州人権裁判所は次のように述べて条約 6条 1

項違反を認定 しなかった｡｢第一審裁判所における請求棄却判決には,事実に関する現由と

法に関する理由が十分に付 されていたのであ り,_L.訴裁判所たるマ ドリッド地裁判決はこ

の第一審裁判所の判決理由を承認 (enteriner)している｡従って,仮に,本件ではより強

固な判決坪由が望ましかったとしても,申立人は判決理由の欠如 を主張することは認めら

れない｣95)Oすなわち,下級審裁判所の判決において判決理由が十分に記載されている場合

には,L扱者裁判所がこれを単に承認することによって申｣'/-.人の上訴請求を棄却 しても,

判決理由記載義務の違反は問われないことになる｡なお,この場合,上級審裁判所には個

別の判決理由記載が求められないことになるか,他方で,判決理由記載義務の対象は F線

審裁判所に移行することになる｡この点について,欧州人権裁判所は Jokela事件 (2002

年 5月21日判決)において次のように述べているO｢上訴審裁判所が と訴請求を棄却するた

めに第一審裁判所の判決を甚礎付ける判決理山を採用するに止まるような場合,訴訟当時

者が上訴権を有効に行使することができるよう,下級審裁判所か判決現由を付 しているこ

とが求められる｣96)｡すなわち,上級審裁判所が採用 した下級審裁判所判 決において判決理

由が十分に記載 されていることが求め られるのであり, しかもそのE]的は.訴訟当事者の

上訴権の確保 という瓜 こ見出されるD このように下級審裁判所における判決理由記載を要

求することの帰結 として,公正な裁判の基準に合致 しない下級審裁判所の判決を上級審裁

判所が容認 した場合,条約 6条違反 となる可能性が生 じるOこの点が問題 となったのが上

述の Hirvisaari事件 (20Ol年 9月27日判決)である｡本件では.フィンラン ド年金委月会

(慕-番)の判決理由とこれを容認 した保険裁判所の判断が問題 となったが,この点につ

いて欧州人権裁判所は次のように述べている｡｢一見したところ (primafa(.ie)矛盾 した年

金委員会の判決理tilと,そのような不適切な判決堺由 (inadequatereasoning)を上訴機

関たる保険裁判所が後に容認 したことは,公止な裁判の要件の一つを満たしていない｣ 97)｡

第4に, 下級審裁判所の判決との関係では, 亡弟審裁判所が独白の判決理由を付すこと

が求め られるのはどのような場合か,という点が問題 となる｡この点で重要な判例は Hiro

Balani事件 (1994年12月9u判決) と RuizTorija事件 (1994年12月9口判決)という

同日に下された 2つの判決である9B)o lつ日の 目iroBalani事件 (1994年12月9日判決)

凶 95)AffalreGarcltaRuizcEspagne(RequetenJ30544/96),arretdu21janvier1999,para･29･
五 96)AffaireJokelacIFinllJllde(Requetenn28856/95),arretdu21ma主2002,para･73,Caseof

HirvISaariZJFzuland(AppllCationno49684/99),Judgmentof27September2001.para.30.

97)CaseofHlrUisaariv,FiTZland(Applicationno.49684/99),Judgmentof27September2001,

para.33

98)欧州人権裁判所長の判断により,JITiJ事件は ｢健全な司法運骨の利益を考慮して｣同一の小法廷

で帯環されることになった｡AffaireHi7･OBalallic.Espagne(no46/1993/441/520),arretdu9
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にIj'いて巾立入は,スペイン最高裁 (Tribun211Supremo)が口分の提示 した:主三舶根拠の全

てを審辞 して3,1;〕ず,それ駄 目分の~~ト張が公正に聴聞されていないと主張 し,条約 6条

1項の違反を申し立てた99㌧これに対 し,欧州人権裁判所は次のように述べて粂約 6条 1rEl

の違反を認定している｡｢第--審判決を取消し,本案について新たに日刊 した破架設裁判所は,

過JtlL得る手続法の要請に従い,訴訟手続小 二提示された:ii鉱の全て (la totalitE des

allegations)について,少なくとも 『議論の対敵.PLl'objetdudさbat)となっていたもの

に関しては,たとえそれらの主張が破坦ILJ請にlfまれていなかったとしても.これを審理

しなければならなかったのであるO[=]それ故,本作で明らかにしなければならないのは,

最高裁が沈黙していることが黙小的な.if認 (unrejetimplicite)であると合珊的に解 し得

るか否かという.L.■上である｣ 10O'｡以 卜のように述べつつ,政州人権裁判所は,スペイン舷高裁

は ｢個別の明確な返答｣(unereponsespecifiqueetexplicite)を求められていたのであ

り,｢この返答がなかった以上,最高裁が以前の棉利を根拠 とLた主張を単に無視 したのか,

は,どのような埋山によるのかも明らかにできない｣と述べている101㌔ 同様に,2つ臼の

事例であるRuizTorija事件 (1994年12j]9HIfJj決)でも同じ判断が下されている()本件

の申立人は,マ ドリッド地裁が時効に関する i二蝦に対 Lて一切返答Lなかったことが条約

6条 1項に遥反すると主張 し,これに刈しスペ イン政府側は,Fu]答がないことは黙示的な

否認 (unrejetimplicite)でd)ると反論したlU∠)｢この点について,欧州人権裁判所は次の

ように判断 し,条約 6粂1項違J丈を認定 した,｢~本件にも･ける時効 [の議論]の決起rl'LJ岩手響

(llincidencedさcisive)を考慮すると.[この,･:JJ二関する]主張根拠は地方裁判所によ-)て

回答を与えられるべ きものであった｣103㌧さらに,｢時効は賃貸借契約の解除の法的カテコ

リとは全 く別のカテゴリに属するものであり,それ放,時効は [裁判所による]個別の明

方裁判所か時効に妖づ く主張根拠を判こ無視したのか,それともこれを否認したのかを明

らかにすることができず,さらに,伽に後者の場合であっても,その判断の理由が Ujらか

ではない｣104),以上のように,flf.J事什はともに裁Fり所の｢黙ノrく的rf認｣か問題 となった事案

であったが,欧州人権裁判所は政府側の HJi･を退け,｢議論の対象｣となった申立人の主張,

decembre1994,para.3;AffaireRuzz'rEn′7-J̀H Esz,ague(nn39/1993/434/513),arretdu9

decembre1994,para4裁判FUi長が判断L/Cよ:)に, IJ.i事件は適J11法規と事案の性質に関して多
くの筆削は...'(.を有していたため,トー】一法進で番上聖[る利益か大きかっT=もC7)と考えられるD

991AffairefI,I,"B,1lanzc･Espag'ZLJ(nU46/1993'441/52O),arretdu9decembre1994,para21 四
Vq
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あるいは ｢決定的影甘｣を有する+-.張については ｢個別的で明確 なIH1芥｣(une reponse

specifiqueetexpliciteJが求められると判断 した｡すftLLわち,欧州人権裁判所は,事案の

解決に対して ｢決'-k的影響｣を及ぼす主張については,同F̂]裁判所がTul符をIj･える必雪が

あると判断しているのである105)C既に札たように,欧州人権裁判所は判決坪山記載義務の

内容 として,訴訟当L]Ti者が提示する ｢各議論に対 して詳細な返答を要求 しているとまで解

することはできろ:い｣1n6)と述べてお り,これに対応する形で,t軸勺裁判所は訴訟当事者の議

論の全てに答える必要はなく,｢寅の主張根拠｣(unveritablemoyenlについてのみLn]答

すればよいと解することができる107)｡この関達て,Perez事件 (20()4年 2月12口判決)に

おいて欧州人権裁判所は ｢決定的な主張根拠｣という表硯を川いているO本件のrrl立入は,

7ランス破穀院判決が自分の主張 したすへての国IJJ扶規定を接片]していなかった点につい

て条約 6条 1耳i違反を主張 したか,欧州人権裁判llJJHま ｢それらのl土日Jl]法規定のうちの幾つ

かは明らかに効果のない (inuperantes)ものであ-'た｣と述べ,｢破較院は申立人の決定的

な主張根拠 (1esmoyenspEremptoires)に対 Lて実際に答えている｣と判断 し,条約 6条

1項違反を認定 しなかった108)

他力で,以上のように ｢決定的主rjk根拠｣に対する凶îT>を要するという考えノ)'について

は問題点も指摘されているo例えば,RuizTon'ja事件において.Bernhardt半t｢事は次の

.iうに述べて判決を批判Lているoすなわち.仮に回ljLl裁判所が訴訟当事者の ｢年輩を議

論｣に対してb]答 しなければならないとすると,｢誰が主張根拠や議論か重要てあるか Lliか

を決定するのか｣という問題点が残るというのである109)｡すなわち,仮に判決埋仙記載義

廟の実施過程において,頚安な主張に関するTDl答義務 (PF_由記載義頗)が生 じるという一

般的な定式化が可能であったとして t,,訴訟当事国の主張の中のどれが貢要で本質的なも

のかをいかにLて判断するのか, という閃軌 土依然として解決 し得ないのであるU

ところで,このようなPr.順引ま,実は欧州人権裁判所が国内裁判所の判決内容に踏み込ん

{=判断を求められる点にその起源を見山すことができる｡上述のように.判決坪由記載義

務の履行審査に際 して,欧州人権裁判所は諸/Jの判断要素を示しつつ,国内裁判所の判決

11)5)FranklinKUTY,ヽuprallOte(1),p.850,NatalieFRICERO,Suprunote(3),p.203.

1L)b)AffalreVand(-HILrkcl,Pays-Bas(9/]993/404/482),arretdu19avrll1994,para.61;Affalre

HlrOBal/micEsl)agn(,(46/1993/441/520),arretdu9dさcembre1994,para27,AffaireRuzZ

Torzj'a(:.EsJ)ague(39/1993/434/513),arretdu9dさcembre1994,para29,AffaireJJigglnSet

atLtYlJLICFrance(134/1996/753/952),arretdu19fevtlier19!)H,para42,Opinionsepar百edeM.

lejugedeMeyerdamsl'affalreH cBelgiE1uC(1/1986/99/147),arrさtdu30novembre1987,

[･ ∴ ■･r. : -- 二 ㌦ .' :一十 '/ ∴ ::∴ ∴ 11'∴ - う'卜∴
95

1n7日 .oulSBOR丘,Supranote(.2).p124

1日8)AffairePcrezIFrancg(Requetenn47287/99).arretdu12f6vrler2004.paras8384

109) Opmtol､dlSS]'dentedeM.leJugヒBernhardtdamsl'affalreRzLIJzTon],メrEL4'agne(nc39/
1993/434/513),arretdu9d卓celllbrel994
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理由記載に対する一定程度のコン トロールを作用させているか,他方で,このようなコン

トロールを強化することからiLじる問題 として.欧州人権裁判所による国内裁判判決の 卜

訴機能の行使 という問題が指摘されているL,殻後にこの点を検討しておこう｡

(4) 実質的上訴間檀

1･_述のように,判決理由記載義務の違凪.'LJ.定に際して.欧州人権裁判所は国内裁判所の

判断の妥当性を具体的事案に即 して評価する必要に迫られるたれ 欧州人権裁判所自身が

国ÎJ裁判所の終結判決に対するさL>)なる不服FtI)I/71続たる外観を早することになる｡とこ

ろが,この点でまず第 1に注意すべ き.斑は,欧州人権裁判所は判例において,国内裁判所

に対する上訴機能を一貫してIf定しているという点であるpJ裁判所によれば,締約国裁判

所に3'.いて ｢議論が適切に (adequatement)取 り扱われたか否かという点について審理す

るよう求められることはない｣という】10)Oでは,判決理由記載義務の違反はどのように認

証され得るのであjJうか｡欧州人権裁判所によれば,｢国内裁判所か事実または法の誤 り(des

erreursdefaitoudedroit)を犯したと主張される場合,これらの誤りか欧州 人権条約 で

保護される権利 と｢J由を侵吉するような場介を除き,欧州人権裁判所かこの誤()を審査す

ることはできか -｣という】11)｡すなわち,欧州人権裁判所は条約違反の認定のみを子rい,

これに開通する回内裁判所の誤審 (事実または法の誤 り)という実質的な問題は審理 しな

いということである112)｡この点に付随する,･烹として.欧州人権裁判所は次の2点を明らか

にしている ｡第 1に,欧州人権裁判所は田内裁判判決を破穀日刊することができないとい

う点であり,欧州人権裁判所は ｢自らの見解を [国内裁判所の]意見にとって代えること

はてきない｣と述べている】13)O第2に,欧州人権裁判所によれば,回内裁判所において提

出された証拠の許容性の判断や証拠の評価については,一義的には国内法の問題であり,

国内裁判所の問題であるという114)O従って,回内裁判所における証拠審査については,欧

州人権裁判所はこれを改めて審理することはできないと判断しているのであるG

以上のように,欧州人権裁判所は国内裁判所の行 う証拠審査,事実認定および法判断に

Hd)AffalreVandeHulkc.Pays-BaS(9/1993/404/482),arretdu19avril1994,para-61,Affalre

Hl7,0BalantcJl'splLgne(no46/1993/441/520),arretdu9decembre1994,para28;AffalreRulZ

TorljaC.Esl)ague(nD39/1993/434/513),arretdu9dさcembre1994,para30,AffalreFlNLrChou

cFrance(RequetenL6口145/00),arretdu28juln2005,para22

111)AffaireG ZrL7taIPuizi.EspagnL,(Requeteno30544/96),arretdu21janvier1999,para2H.

AffaireRizose/D心Iasc.G7,LTce(Requetenr65545/01),arre〔du27mai2004,para26,Affaire

PerezcF7tlnCe(Requeteno47287/99)Iarretdu12fEvrier2004･para82;Affa''reAlbzna(､ 四
Ih/mume(RequetenJ57808/00),arretdu28avrl12005,para32

112)RogerPERROT,Supranote(69),p.637,FrankllnKUTY,Supranote(1),pp850-852

113)AffaireHellc,C.Finlande(157/1996/776/977),arretdu19decernbre1997,para.56;Affaire

Menel(.Fyance(Requeten□39553/()2),arretdu14Juln2005,para35.

114)AffaireGarLILuRzLizc.Espagne(Requeten30544/96),arretdu2]janvler1999,para28,

AffaireMeneFcFyan(-a(Requetenn39553/02),arretdu14juln2005.para35
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ついて,その実'ff的'左'当性の判断を避け,llらか上訴番 として機能することを逝ける､土壌

をFIJ]らかにしているが,他~Jjで,判決理Illi'Ll戯義務の審釜に関 しては円内裁判所のィ､｣す 判

決理山の安当性 を実'H的に判断せ ざるを得ない という凶難な状況が生 じることになる｡こ

のような状況が実際に生 じた事例 とLて Ⅰ)ulaura11S平作 (2000年･3J121【川｣決)かあるJ

本件では.申-;r_人 Dulauransの F.張の新規性を根拠に破単量申､■/二を却 卜LlL:7ランス磁殻院

判決 L1996年 7月 2日)が間旭 となっTL･が, 二才/Lに対 して欧州人権裁判所は次にi:うに述

べて条約 6条 11Tl追反を思'k Lた｡｢破股院は臼らの､Ll_場 を十分に説Rjlしてお らず,3つの

管轄裁判所においてqt立入か提示 した幸鮎根拠につ き区別 を設けなかったっその他の判決

理由が欠如 していることか ら.裁判所は,問題 とな-'ている主張根拠をll(認 した破Fiq'L院の

理し川ま明LIJな判断の誤 り (uneerreurnlanjfested'appreciation)の結果であるとitLJi論付

ける｣ 115)｡すなわち.LLl立入か7ランス控訴院で提 示 LfL:二巨張根拠について破毀院が判決珊
仙 二おいてこれに触れなかった.I.11について,欧州人権裁判所は判決理由のイこ備に基つ いて

条約 6条 1項の違反を認延 しているのである()この判決において注意すべ きは次の 2点で

ある,,第 1に,判決理山記載義務の履行を審査する際に,欧州人権裁判所は不可避的に図

1̂l裁判所の判断坪山を検討 し, これに対 LてtJl身の抑 両を下すことによって‖6)｢判断の誤

り｣の冶一触を特起せ さるを得ず.その粍凪 国内裁判Tt-Jtに対する強度のコン トロー lレを実

施 し,実質的な L訴番 L17)(すなわち第凹審)とLて機能 している118)という点であるO第 2

に,欧州人権裁判所が判決郡山記載義務のi壷)丈を認定す るに際 Lて rnjhIJな判断の;,LLiリ｣

という概念を用いているJ.ri.である(,この概念は不明瞭な部分を残 しているi)のの,1970fF･

代初頭削こ7ランス村政法学説において形成された訴訟法上の概念であ り, このように欧州

人権裁判所がフラン71行政法 卜の概念に依拠 Lたのは,国内裁判所の判決に刈するコン ト

ロールの実効性 を高めるためであると評することかできる‖ 9㌧ また.逆に,欧州人権裁判

所判決の国内浸透の過程120)を考慮すれば,欣州人権裁判所が国内法上の法概念を用いるこ

LL5)AffairビDul(Ju7TJllSC.F7･aJZCL,(Requelen'こi4553/97),arrさtdu21mars2000,para.38

ll())RogerPERROT,ぶ砂 ,allOte(69).p.636

117)Jean･PierreMARGUf:NAUDetJacqtleSlくAYNAHI),suf'ranote(67),pF'17.

118)OplniondissldentedeM lejugePettltidaロsl'affaJreIIzkg17JS ど/(Luhes(･F7anCL,(134/

1996/753/952),arretdu19fevrier1998;FranklillKUTY,57¢r{Lnote(1),pp.850-851

1州 Jean-PierreMARGUf≒NAUI),≪Dequelquesobservat】onsdelaCoureurol史ennedesdroitsdel'

h()mrnesul】aC｡urdecassatlOnfrancaise(C()urEDllZlellnSkl'etPradaletGollZalezetautrec/

France,'28()ct1999,CourEDIIDulaurensc/France,21mars2000)カ,RevuL-fnmLitdn'L,llL,de(lr()lf

LiL】ll,no2avril-julll200(),pp439440.なお,欧州人権艶恥iJTは判例において判決坪11Jの欠如や不備,

小 卜分性を問題としており.このような統制手法について,7ランスの破穀院やコンセイユ･チタに

よる統制方法との類似件か指摘されている｡LouisBOR瓦supral10te(2),p.】23,

1洲 例えば,7ランス裁判仰 二よる条約解釈が次第に欧州人件裁判所V)判決の影響を′Ti.け,これに

よt)陸=勺法上の人権租範が統一一されつつあることが指摘さTLている｡社心良公f-｢7ラ/ス作目̂J

裁判所における人権条約の旭川と桝釈｣LjiJ際人称11号 (2()()0年)27flo実際に,政州人権条約過

)丈を認定した敗州人権裁判J;jjの判決によr),その判決に沿うように7ランスの過瑞裁判所の判例
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とによって国内裁判所の判決理由記載をコントロールする過程は.国内法レベルでの判決

の受容を促進するという意味で積極的に評価し得るものであろう｡

他方で,欧州人権裁判所の上訴審機能に対しては国内法学者を中心として懸念と批判か

表明されている121)Oまた,欧州人権裁判所の内部からも批判の声が出ており,例えば Ruiz

Torija事件において Bernhardt判事は欧州人権裁判所の審理が国内裁判所のコントロー

ルに過度に踏み込んでいる点を理由として次のような反対意見を付 しているL22㌧｢本件はさ

ほど重要ではないように見える事件であるか.その背後に根本的な問題を抱えている｡す

なわも,国内裁判所の判決に対する国際的な統制 (contr6leinternational)の範囲の問題

であるO[".]国際裁判所 [欧州人権裁判所]は,国内裁判所が本質的な議論 (arguments

essentiels)を考慮しなかったことが明らかである場合にのみ,国内裁判所を批判しなけれ

ばならない｣｡

以上のように,判決理由記載義務の違反認定に際しては,仮に ｢判断の明白な誤り｣と

いう概念を用いることによって国内法レベルでの浸透を促進するという効果が得られたと

しても,他方で,欧州人植裁判所が用内裁判所判決に対する実質的な上訴審裁判所として

機能し,過度のコントロ-ルを行使することになるという点は否定できないO｢重要な議論｣

あるいは ｢決定的な主張根拠｣に対して判決理由を求めるという判決理由記載義務の適用

基準についても同様の批判が当てはまる｡すなわち,何が ｢決定的な主張根拠｣に該当す

るのかという点を審理するに際して,不可避的に国内裁判判決の判断の実質的妥当件に踏

み込まざるを得ないからであるC

このような問題瓜 二つき,欧州人権裁判所は判決理由記載義務の内容を緩和する傾向を

見せ始めているように思われる｡例えば Marie･LouiseLDyCnetautre事件 (2005年 7月

5日判決)において,申立人はフランスのコンセイユ ･デタ判決 (1999年11月22日)に理

由が欠如していると主張したが,欧州人権裁判所は次のように述べて条約 6条 1項違反を

認めなかったO｢上訴裁判所が特定の法規走に依拠しつつ,成功の見込みがないとして上訴

を棄却する場合,条約 6条は上訴裁判所に対して詳細な判決理由 (unemotivationdetail-

162)を要求することはない ｣123)O本件の判断において注目すべき点は,欧州人権裁判所が

条約35条3, 4項を適用Lている点であるDすなわち,国内裁判所の判決理由欠如に基つ

能性を否定しているのである124㌧

が変更され.場合によっては法律の改正t,行わiLているo小良洋一 ｢7ランスにおける人権保障

の今日- 人権保障における法律･憲法･条約｣ジュリスト1244号 (2OO3年)187頁0

121)RogerPERROT,supranotet69),p.636.

1221OpiniondissldentedeM,1eJugeBernhardtdamsl'affalreRTJt'zTorljucEsPagne(no39/

1993/434/513),arretdu9dさcembre1994

123)AffaireMa77'e-LouLSCLoyenetautrecFrance(Requetenウ55929/OO),arretdu5julpHetZOOS,

pal-as.47149
124)欧州人権裁判所の許容性審掛二おける ｢明FElに根拠1て1･分｣要件 (条約35粂31ii)については

163
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5.お わ り に

以上の検討により,判決理由記載義務の根拠と射程を明らかにするという本稿の目的に

関Lて,限定的ではあるが血走程度の結論を得ることが可青邑となった｡

第 1に,判決理由記載義務の根拠に関しては,欧州人権裁判所は ｢公止な裁判を受ける

権利｣を ｢法の支配｣崎､別なとの条約1-_の甚本牧理に結び付けることによ-)て拡大解釈の

契機を見出し,この拡大解釈の過棺で条約 6粂 1煩に判決理由記載義務か含まれるという

解釈を確立するに至っているしこの解釈は欧州人権裁判所の判例 という独 自の法的意義を

有しては いるものの,他方でその発生根拠については不明確な点が残る｡この点について,

学説上は条約 6条 1凧 二含まれる見解提示権,被聴聞権,実効的審理義務から判決理由記

載義務を導こうとするものもあるが,本稿での検討の結果,判例上は,むしろ同条項にお

ける ｢公平な裁判所｣概念や l＼健全な司法運営｣概念に結び付けて判決理由記載義務が捉

えられていることが明らかになったOただL,これらの抽象的な法概念との関係か示唆さ

れているとは言え,判例上,判決群由記載義務に関する決'ji三的な論拠か提示されているわ

けではないOそれ故,条約 6条上の ｢裁判｣概念や ｢司法｣概念の内答をさらに検討する

ことによって,判決理由記践義務 との関係を明らかにする必要があろう｡

第 2に,判決現由記載義務の射程に関Lては,欧州人権裁判所は締約国の国内法利の多

様性を岩1答するたれ 具体的事案の諸事情を勘案 Lた個別的判断が小叶週となるが,裁判

所はその判例においてJ,Eの考慮要内を提示するに至っており,国内裁判所の判決理由に

対するコントロール機能を1･分に発揮していると評することかできる｡他方で,国内裁判

所の判決理由に関するコン トロ-ルが実効的になればなるほど,欧州人権裁判所による蕃

雀が実質的な上訴番として機能するという問越が発生するD実際に,欧州人件裁判所は国

内裁判判決を解釈し,判決の推論過程における ｢決定的影響｣を有する胤古､を特定せ ざる

を得ないため,国内裁判fJJ決の実質的な妥当性判断を避けることができない｡欧州人権裁

判所は ｢明仁1な判断の誤り｣という判断肘 畔を採用することによってこの間題を回避した

ようにも見えるが,国内レベルでの厳しい批判はそのような回避が表面的であることを物

語っている,,それ放.欧州人権裁判所か判決坪山記載義務の内容に関して当該基準を今後

も採用するか否かという点を見守る必要があろうハ

次を参照｡前田血{｢ヨーロソバ人棉条約に3,･ける許捌tE林査に関する一考察-『明白に根拠不

九 卜分』と 『･H'-仰の余地』との関係を中心に-｣社会システム研究3号 (200O年)227-245頁o佐藤

号 (1987年)55-93頁o特に前田に,｢明糾二根拠ノト十分｣要作を含む粂約35条3項につき,｢具体

的な内容が明記されておらず,事件の個別的事情に即Lた判断をすることができるようになって

いるoLかLながらその)丈ifTl,明確て一律的な適用甚準がなく,小法廷における裁判官の新釈に

よっては,異なる結架をもたらすとい:)脆弱さすJ併せ持つことになるJと指摘している(228頁)O


